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問い合わせ 下水道グループ
（緯碓８５９０５２）

◆負担金の額・支払方法は？
受益者負担金の額は、所有する土地の面積に単価

（１平方㍍当たり５２５円）を乗じて算出します。
支払いは、負担金総額を５年間に分割し、年４期

（合計２０回）に分けて納めていただきます。

◆負担金を納めていただく方は？
下水道が整備された区域内に土地を所有している

方が対象となります。

◆受益者負担金制度とは？
下水道が整備されると、快適に生活を営める環境

になりますので、土地の所有者に建設費の一部とし
て、土地の面積に応じ一度だけ負担していただく制
度です。みなさんのご理解とご協力をお願いします。

◆受益者の申告手続きをお忘れなく
４月中旬、上図の受益者負担金賦課対象区域の土

地を所有している方に受益者申告書を送付しますの
で、記載内容を確認し、必要事項を記入・押印の上、
５月上旬までに下水道グループへ提出してください。

６月中旬に受益者の方へ、土地の面積、負担金額、
納付期日などを記載した『受益者負担金決定通知書』
を送付し、７月上旬に『受益者負担金納入通知書』
を送付します。

『
▼
申
し
込
み
』

中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
▼
問
い
合
わ
せ
』

鷲別町6丁目鷲別町6丁目

鷲別町3丁目鷲別町3丁目

鷲
別
団
地

鷲
別
団
地

国
道
36
号
線

国
道
36
号
線

登別本町1丁目登別本町1丁目

登別中学校登別中学校

国
道

36号
線

国
道
36
号
線

図図図②②

図図③－図③－２２ 図③－図③－１１

下水道事業
受益者負担金の賦課対象区域をお知らせします
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①登別東町３・４・５丁目の一部
②登別本町１・２丁目の一部
③鷲別町１・２・６丁目の一部※網掛け の部分が賦課対象区域
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